
テレワーク導入支援セミナーｉｎ四国

人材確保等支援助成金（テレワークコース）について

日時：令和5年11月22日（水）１３：３０
場所：オンライン開催

厚生労働省 香川労働局 雇用環境・均等室



企業側労働者側

・働く時間や場所を柔軟に
活用できる。

・通勤時間の短縮。

・育児や介護と仕事との両立。

・WEB会議などのツールを利
用して効率化が図れる。

・育児や介護を理由とした労
働者の離職防止。

・予期せぬ災害時にも、テレ
ワークにより事業停止のリ
スクが最小限に抑えられる。

～コロナ禍で急速に普及したテレワーク～

関心をもちつつも、「機器を購入する費用がない。」、「そう進めていいか分からない・・・。」
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人材確保等支援助成金（テレワークコース）

テレワークを導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の
観点から効果をあげる中小企業事業主に助成する制度。

＜支給要件＞

◎支給申請事業主が以下の全てに当てはまる必要があります。

・雇用保険の適用事業主

・中小企業事業主

・以下の（イ）ｏｒ（ロ）に該当すること

（イ）テレワーク勤務を新規に導入する事業主

（ロ）テレワーク勤務を試行的に導入している又は導入していた事業主

・就業規則などにテレワークに関する規定がない事業主

・過去にテレワーク導入に係る助成金の支給を受けていない事業主

【参考】中小企業の範囲

産業分類 資本金の額・
出資の総額

常時雇用する
労働者の数

小売業
（飲食店を含む）

5,000万円以下 ５０人以下

サービス業 5,000万円以下 １００人以下

卸売業 1億円以下 １００人以下

その他の業種 3億円以下 ３００人以下

原則として、以下の表の「資本金の額・出資の総額」か「常
時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中
小企業」に該当します。
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中小企業での人材不足が深刻な問題 ➡ 労働環境の改善などにより、人材の確保・定着率の向上
といった雇用管理の面で一定以上の成果を上げた中小企業を対象とする助成金。

×すでに継続実施
している場合は
対象外。



＜制度について＞

「中小企業事業主が、在宅またはサテライトオフィスにおいて、就業す

るテレワーク勤務を導入することを目的として、就業規則などの作成・

変更、テレワーク用通信機器等の導入・運用を実施し、テレワーク勤

務を適切に導入。

テレワーク勤務の導入後も引き続きテレワーク勤務を実施し、

従業員の離職率の低下について効果を上げた場合に支給する。」
【支給要領 ０１０１ 趣旨】
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＜ご利用の流れ＞

労働局
労働局労働局

計画前に
×実施しては
いけないこと

・テレワーク規定を
就業規則に作成、
追加

・テレワークを可能
とする取組を実施

実
施
計
画
の
作
成
・
提
出

実
施
計
画
を

認
定

機
器
等
導
入
助
成
に
係
る
支
給
申
請

目
標
達
成
助
成
に
係
る
支
給
申
請

機
器
等
導
入
助
成
の

認
定

助成対象となる取組

①テレワーク用通信機器の
導入・運用
➡納品・支払が必要
②労務管理担当者に対する
研修
③労働者に対する研修
④外部専門家によるコンサ
ルティング
➄就業規則・労使協定等の
作成・変更➡➄は必須

評価期間
（機器等導入助成）

評価期間
（目標達成助成）

対象経費
30％支給

対象経費
20％支給
（35％）

■テレワーク実施
■計画に基づきテレワーク
を可能とする取組を実施
■テレワーク実施
■テレワークを取得しやすい職場、
風土づくりの取組実施

賃金要件（賃
上げ加算）を
満たした場合

〉〉〉 〉〉〉 〉〉〉

計画認定日か
ら起算して7ヶ
月以内に提出

評価期間の終了日
の翌日から起算し
て１ヶ月が経過する
日までに提出

（例）機器
の納品、
支払い
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計画認定日から起算して、
６ヶ月を経過する日までの期
間内に事業主が連続する
３ヶ月間を設定。

評価期間（機器導入助
成）の初日から１年を経過
した日から起算した３ヶ月
間テレワークを実施。

（
テ
レ
ワ
ー
ク
に
必
要
な
制
度
や
機
器
の
導
入
）

（
テ
レ
ワ
ー
ク
実
施
後
の
離
職
率
等
数
値
）



＜定義について＞ 人材確保等支援助成金（テレワークコース）

① テレワークとは？ ・・・６

② サテライトオフィスとは？ ・・・６

③ テレワーク実施対象労働者とは？ ・・・７

④ テレワーク実施計画とは？ ・・・７

➄ テレワークを可能とする取組とは？ ・・・８

⑥ 評価期間とは？ ・・・８

➆ 対象事業所とは？ ・・・９

⑧ 離職率とは？
⑨ 離職率の算出における注意事項

・・・９
・・・10

➉ 支給対象事業主とは？ ・・・10

⑪ 支給対象となる経費の範囲とは？ ・・・11

⑫ 支給額とは？
＜助成金の詳細・問合せ先＞

・・・11
・・・12
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① テレワークとは？

労働者の自宅又はサテライトオフィスにお
いて、情報通信技術を利用して行う事業所
の外から勤務をすることをいう。

【支給要領 ０２０１定義】

② サテライトオフィスとは？

以下のいずれにも該当する事業所。

（イ）事業主が指定した事業所であって、労働者
が通常勤務する事業所と異なる場所にあること。

（ロ）当該事業所で勤務することにより、その対
象となる労働者が、通勤時間の短縮、ワーク・
ライフ・バランスや生産性の向上等を図ることが
できる等、人材確保や雇用管理改善に資する
ものであること。

（ハ）当該事務所に、インターネット環境・イス・
机・印刷機器等、テレワークを行うために必要
な設備が予め備えられていること。

【支給要領 ０２０１定義】
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③ テレワーク実施対象労働者とは？

事業主が、テレワークを実施する者として、
テレワーク実施計画において指定する労
働者（派遣労働者含む）。

事業主は、テレワーク実施対象労働者の
うち１名以上は当該事業主に直接雇用さ
れる者を指定しなければならない。

【支給要領 ０２０１定義】

④ テレワーク実施計画とは？

テレワーク実施労働者が情報通信技術を
活用し、在宅又はサテライトオフィスにおい
て事業所の外から勤務できるよう、テレ
ワーク勤務を導入しようとする事業主が作
成する計画。

テレワークを可能とする取組の内容などを
記載するものをいう。

【支給要領 ０２０１定義】
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➄ テレワークを可能とする取組とは？

（イ）就業規則、労使協約又は労使協定の
作成・変更➡（イ）は必須

（ロ）外部専門家によるコンサルティング

（ハ）テレワーク用通信機器等の導入・運用

（ニ）労務管理担当者に対する研修

（ホ）労働者に対する研修

【支給要領 ０２０１定義】

⑥ 評価期間とは？

テレワーク勤務に係る実績を評価する期間。

■機器等導入助成…

事業主がテレワーク実施計画の認定日から
起算して６か月が経過する日までの期間に
おいて任意に連続する３ヶ月間。

■目標達成助成…

評価期間（機器等導入助成）の初日から１
２ヶ月を経過した日から起算した３ヶ月間。

【支給要領 ０２０１定義】
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➆ 対象事業所とは？

テレワーク実施計画提出日時点において、
テレワーク実施対象労働者が所属する事業
所。

【支給要領 ０２０１定義】

⑧ 離職率とは？

原則として、対象事業所における労働者の離職率。

所定の期間に離職した労働者

離職率(％)＝ ×100
所定の期間の初日における労働者

※ただし、「離職した労働者」には、以下の（イ）～
（ハ）に該当する者は含めない。

（イ）定年退職による離職者
（ロ）重責解雇による離職者
（ハ）役員に昇格した者

【支給要領 ０２０１定義】
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⑨ 離職率の算出における注意事項

計画時離職率…

計算式における「所定の期間」がテレワーク実
施計画提出日の１２ヶ月前の属する月の初日か
ら当該計画提出日の属する月の前月末までの
期間。

評価時離職率…

評価期間（機器等導入助成）の末日の翌月から
起算して１２ヶ月を経過する日までの期間。

計画時離職率 ＞ 評価時離職率
（実施計画書の提出時）（目標達成に係る支給申請時）

【支給要領 ０２０１定義】

➉ 支給対象事業主とは？

【機器等導入助成】

（ニ）テレワーク実施計画書を管轄の労働局に提出し、
計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
に、テレワーク勤務に関する制度を就業規則又は労働
協約を新たに整備した事業主。

（ト）評価期間において実施したテレワークの実績が以
下のいずれかを満たすこと。
①対象者全員が１回以上テレワークを実施
② 〃 テレワーク実施回数の週平均が１回以上

【目標達成助成】
（イ）機器等導入助成を受けた事業主
（ハ）評価時離職率が計画時離職率以下
（二）評価時離職率が３０％以下
※詳細は支給要領０３００の支給要件をご確認下さい。

【支給要領 ０３００】
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⑪ 支給対象となる経費の範囲とは？

【支給要領 ０３０３】

⑫ 受給額とは？

①機器等導入助成

②目標達成助成

【支給要領 ０５０４、０５０８】

支給要件を満たせば、1企業あたり

支給額：支給対象経費の３０％

支給要件を満たせば、1企業あたり

支給額：支給対象経費の２０％
（賃金要件を満たした場合３５％）
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＜例＞取組費用 合計90万円／対象労働者 10名

①機器等導入助成 ➡ 支給額：27万円
90万×30％＝27万円
（上限100万円、20万円×10人＝200万円＞100万円

②目標達成助成 ➡ 支給額18万円
90万×20％＝18万円
（上限100万円）

※以下のいずれか低い方が上限
・１００万または
・20万円×対象労働者数

テレワーク用機器等の導入・運用 上限額

テレワーク用端末レンタル・リース費用
〇（ＰＣ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ支給対象）

77万円
（最大6カ月分）

ネットワーク機器 16万5千円

サーバ機器 55万円

ＮＡＳ機器 11万円

セキュリティ機器 33万円

Ｗｅｂ会議関係機器 1万1千円/1人

サテライトオフィス利用料 33万円

テレワーク用サービス利用料 初期費用5万5千円
利用料 38万5千円

労務管理担当者に対する研修 11万

労働者に対する研修 11万円

外部専門家によるｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 33万

就業規則等の作成・変更 11万円
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＜助成金の詳細・問合せ先＞

助成金の支給要件や申請方法等の詳細については、

厚生労働省のＨＰをご確認いただくか、最寄りの都道府
県労働局 雇用環境・均等室へお問い合わせください。

人材確保等支援助成金
（テレワークコース）

検索

労働局 電話番号

徳 島 ０８８－６５２－２７１８

香 川 ０８７－８１１－８９２４

愛 媛 ０８９－９３５－５２２２

高 知 ０８８－８８５－６０４１

厚労省HPへは
こちらからもアクセス可能
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